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追 加 ・ 補 強 事 業 の 実 施 状 況( 参 考 )

　

障がい者「元気ショップ」運営事業 -

計　　画　　事　　業　　の　　実　　施　　状　　況

既設市営住宅バリアフリー化事業
民間活力の活用による公的住宅供給事業
住まいのプラットフォーム推進事業
障がい者への理解促進事業

2,213,000

精神科救急情報センターの設置
福祉のまち推進事業【再掲】 81,768

2,426
78,662
2,079

246,000 78,474
9,000 0

地下鉄駅施設のバリアフリー化の推進
車いす対応券売機・改札機・精算機の導入

高齢者の外出支援事業
地域福祉権利擁護事業
障害児(者)地域療育等支援施設事業の拡充
精神障がい者の地域生活支援センターの拡充

846,000 18,366

219,000 168,976

福祉除雪事業
聴覚障がい者向けメール119番
「2015年の高齢者介護」推進事業
高齢者・障がい者の快適生活支援事業

重症心身障害児（者）通園事業費
障がい者グループホームの拡充
札幌市発達医療センタ－の機能の充実

107,146
719,693

1,304

327,000
―

3,000
障がい者のための施設の整備
自閉症者専門施設の整備

83,328
1,358,563

273,661 70.5108,73078,023

実　績　事　業　費

高齢者保健福祉計画策定
転倒骨折予防推進ネットワーク事業
全身性重度障がい者２４時間介護体制の確立

17 年 度
( 決 算 )

4,356
16,494
86,908388,000

12,592

健やかに暮らせる共生の街さっぽろ

地域での高齢者・障がい者の自立支援の促進

新 ま ち づ く り 計 画 （ H16 ～ 18 ） 施 策 総 括 調 書

18 年 度
( 決 算 )

事　　業　　名

（ 単位:千 円）

基 本 目 標

重点戦略課題

2

3

施
策
の
基
本
方
針

 高齢者や障がいのある人が地域で自立した生活を送れるように、まちのバリアフリー化など安心・
安全のための公共的施設の整備を進めるとともに、今後はさらに心のバリアフリーが広がるよう努
め、多様な社会参加や地域生活の支援の充実を図ります。

3,314
19,918

施策
番号

25,000
60,000

12,257 79.719,927

56,366
272,000 86,912 256,69882,93086,856

19,98820,43055,000 15,948

777,860 1,960,345171,7751,010,710

41,382
265,848316,532

211,160444,323
2,814,000 543,828 677,6131,059,750

266,117260,946

― 5,101 6,8757,329
83,328

5,000 0 2,9421,6551,287
5,000 0 3,9643,340624

― 0 17,4158,6528,763
523,504 521,229 521,22900

3,000 666 3,1982,090442
1,000 0 270150120

206,799 545,324
27,000 4,737 18,0486,5916,720

228,493973,000 110,032

238,904
4,505

　

913,841 80.2

148,000 45,914 134,03937,81850,307
108,000 33,135 99,74432,71333,896

― 0 792
― 0 　00

120
4,61712,957

672

2,500 891 891 35.60 0
33,000 4,472 22,046

612,000 329,270 456,578
02,100,000 678,179 2,036,742

89.1266,000 79,816 236,92079,332 77,772
97.0

97,100 311,046 95.1106,800
715,221

0
43,980

50.1
56.0

88.6
122,344 94.1

66.8

696,039

19,305

673,849
2,281,191

90.6

79.3

102.5
97.1

27.0

81.1

1,304 43.5

79.7

74.6
317.8

74.6

66.8

49,004 81.7

小規模作業所の運営強化推進事業

障がい者による政策提言サポーター制度の運営 106.6
99.6

58.8

（仮称）視聴覚障害者情報文化センターの整備
聴覚障がい者用字幕（手話）入りビデオカセット自主制作・貸出事業

ねんりんピック（全国健康福祉祭）開催準備
ＩＴを活用した障がい者在宅就労支援事業【再掲】

130,000 46,707 34,255
ユニバーサルデザインの公園づくり事業 1,140,000 331,461

障がい者のための施設の整備【再掲】
児童移動介護の対象年齢拡大
福祉のまちづくり環境整備事業

612,000 329,270 456,57843,980

交通バリアフリー推進事業

92.4

　

計 画
事 業 費

16 年 度
( 決 算 )

合 計

94.4

574,134 2,009,048

0

進 捗
率

- 　 -
- 　 -

心身障がい者地域共同作業所運営費補助金 - 13,650 13,650 -
73,728 73,728 -

16,256 16,256 -はつらつシニアサポート事業 -
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669戸

60戸
6歳以上18歳未満

3 地域での高齢者・障がい者の自立支援の促進

17時間/日

5ヵ所

2４時間/日

16 年 度 末
( 実 績 )

8ヵ所

746戸

13ヵ所

9ヵ所8ヵ所

8ヵ所

17 年 度 末
( 実 績 )

地下鉄駅エレベーター設置数(設置ベース・着手ベース） 37・42/49駅 42・45/49駅39・43/49駅

借上市営住宅

高齢者向け優良賃貸住宅(管理ベース）

障がい児移動介護の対象年齢

28戸
15歳以上18歳未満

全身性重度障がい者２４時間介護体制の確立

重症心身障害児（者）通園事業費

身体障がい者療護施設

知的障がい者通所更生施設

障がい者グループホームの拡充（知的グループホーム）

障がい者グループホームの拡充（精神グループホーム）

知的障がい者通所授産施設

7ヵ所

487戸

11ヵ所

8ヵ所

１6　年　度　(　実　績　) 17　年　度　(　実　績　) 18　年　度　(　実　績　)

92ヵ所

24ヵ所

75ヵ所

16ヵ所

11ヵ所

60戸

18歳未満

14時間/日

4ヵ所

15 年 度 末
( 現 状 )

新 ま ち づ く り 計 画 （ H16 ～ 18 ） 施 策 総 括 調 書

基 本 目 標 2 健やかに暮らせる共生の街さっぽろ

重 点 戦 略 課 題

項　　　　　　目

主　　　な　　　取　　　組　　　内　　　容

高齢者や障がいのある人の地域生活支援の充実

6ヵ所

24時間/日

6ヵ所

20時間/日

5ヵ所

36ヵ所48ヵ所33ヵ所

●高齢者保健福祉計画策定に向けた
意識調査実施。
●転倒予防教室実施（延400回5,118
名参加）。

●全身性重度障がい者介護時間数
14H/日⇒17H/日へレベルアップ。
●札幌市発達医療センターに言語聴
覚士、心理判定員配置。
●聴覚障がい者向メール119番システ
ム構築。
●認知症高齢者家族介護者教室の実
施（延127回2,296名参加）。

●H16.6.1精神科救急センター開設。
●福祉のまち推進センター活動支援
実施（地区拠点スペース設置数52地
区/88地区）。

●借上市営住宅、高齢者向け優良賃
貸住宅整備（管理戸数669戸・60戸）
●住まいのプラットフォームの創設のた
め検討委員会を設置し、運営組織のあ
り方や、事業の展開方向などについて
の協議や、フォーラムの開催により参
考意見の収集や事業の周知を図っ
た。

●高齢者保健福祉計画の策定。

●転倒骨折予防教室（延462回6,436
名参加）、指導者研修（延10回132名
参加）の実施、転倒骨折予防推進会
議設置、開催。
●全身性重度障がい者介護時間数
17H/日⇒20H/日へレベルアップ。
●発達医療センター遮音工事実施。

●聴覚障がい者向メール119番システ
ム運用継続。
●認知症高齢者家族介護者教室の実
施（延186回3,793名参加）、高齢者虐
待専門相談窓口設置（相談件数56
件）。

●福祉のまち推進センター活動支援
実施（地区拠点スペース設置数54地
区/88地区）。
●市営住宅入居者の意識調査を行
い、バリアフリー化事業の実施に向け
た基本計画を策定。
●借上市営住宅、高齢者向け優良賃
貸住宅整備（管理戸数746戸・60戸）。
●住まいのプラットフォーム検討委員
会の試行事業を支援し、その結果から
課題を抽出して運営体制のあり方等を
検討。

●高齢者保健福祉計画の進捗状況等を
把握のため実態調査を実施。
●介護予防事業（転倒骨折予防教室、
指導者研修）の実施、転倒骨折予防推進
会議の開催。

●全身性重度障がい者介護時間数
20H/日⇒24H/日へレベルアップ。

●聴覚障がい者向メール119番システム
運用継続。
●札幌市高齢者虐待防止ネットワーク運
営委員会の開催（３回）、認知症の理解を
地域で拡げる講師（キャラバンメイト）の養
成研修の実施（１回81人受講）、キャラバ
ンメイトによる認知症サポーター養成講座
の実施（延40回1,120人受講）。

●福祉のまち推進センター活動支援実
施（地区拠点スペース設置数58地区/88
地区）。
●市営住宅バリアフリー化についてモデ
ル事業実施候補団地の入居者の合意形
成を図り、実施設計を行った。
●借上市営住宅、高齢者向け優良賃貸
住宅整備（管理戸数788戸・147戸）。
●住まいのプラットフォーム検討委員会
の試行事業を引き続き支援し、3ヵ年の活
動の成果を検証して今後の事業のあり方
を検討。

施策１

高齢者や障がいのある人の社会参加の促進

●障がい者政策提言サポーターによる
政策提言。
●H17.3.1視聴覚障がい者情報セン
ター竣工。

●障がい者スポーツ体験セミナーの実
施。
●障がい者政策提言サポーターによる
政策提言。

●身体障害者補助犬の受け入れセミ
ナーの実施。
●障がい者政策提言サポーターによる政
策提言。

施策２

主　な　施　設　、　サ　ー　ビ　ス　等　の　整　備　水　準

18 年 度 末
( 実 績 )

施 策

番 号

18 年 度 末
( 目 標 )

138ヵ所116ヵ所110ヵ所

14ヵ所14ヵ所

9ヵ所

8ヵ所8ヵ所

788戸 

147戸

41・47/49駅

18歳未満

43・47/49駅

869戸

160戸

18歳未満

9ヵ所
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施策２ 高齢者や障がいのある人の社会参加の促進

課　　　　　　　　　題評　　　　価（　成　　果　）

まちのバリアフリー化など安心・安全のための公共的施設の整備

●地下鉄駅エレベーター設置。
設置状況39/49駅 着手済43/49駅
●視覚障がい者誘導用ブロック、車い
す対応身体障がい者トイレのオストメイ
ト対応化、エレベーター/エスカレー
ターの音声案内等、地下鉄駅施設の
バリアフリー化推進。
８駅を対象に実施（H17.7竣工）。
●地下鉄駅に車いす対応券売機・改
札機・精算機の導入。
券売機41台・ワイド改札機15台・精算
機15台導入。
●ＪＲ稲積公園駅、札幌駅バスターミナ
ルバリアフリー化補助。
●都市公園に車いす対応トイレ８ヵ所
設置。

●地下鉄駅エレベーター設置。
設置状況42/49駅 着手済45/49駅
●視覚障がい者誘導用ブロック、車い
す対応身体障がい者トイレのオストメイ
ト対応化、エレベーター/エスカレー
ターの音声案内等、地下鉄駅施設の
バリアフリー化推進。
６駅を対象に実施。
●地下鉄駅に車いす対応券売機・改
札機・精算機の導入。
券売機41台・ワイド改札機23台・精算
機17台導入。
●ＪＲ森林公園駅バリアフリー化補助。

●都市公園に車いす対応トイレ10ヵ所
設置。

●地下鉄駅エレベーター設置。
設置状況43/49駅 着手済47/49駅
●視覚障がい者誘導用ブロック、車いす
対応身体障がい者トイレのオストメイト対
応化、エレベーター/エスカレーターの音
声案内等、地下鉄駅施設のバリアフリー
化推進。
８駅を対象に実施。
●地下鉄駅に改札機の導入（ワイド改札
機15台）。

●ＪＲあいの里教育大駅バリアフリー化補
助。
●都市公園に車いす対応トイレ４ヵ所設
置。

　高齢化の急速な進展等の社会環境の変化に対応するた
めに、高齢者等に対する意識調査を実施して札幌の高齢
者像を把握する等、市民の意向を反映した第４期札幌市
高齢者保健福祉計画を策定した。また、計画策定後に高
齢者の意識の変化を調査し、計画の進捗状況の把握を
行った。
　また、高齢者の生活機能低下を防ぐことを目的とした転
倒予防教室の開催や全身性障がい者の24時間介護の実
現をはじめ、高齢者や障がい者に配慮した公的賃貸住宅
の供給や住まいづくりに関する相談など、ソフト・ハード両
面で高齢者や障がい者が地域で自立した生活を可能にす
るための支援体制の充実が図られつつある。

　高齢者や障がい者の現状を把握した上で、医療機関や
介護・保健福祉サービス提供事業者あるいは地域で高齢
者や障がい者の支援活動を行っている団体等との連携を
図り、介護・保健福祉サービスをより充実させる必要があ
る。
　また、高齢者向け優良賃貸住宅は、通常の賃貸住宅とは
違い、単に住宅を供給するだけではなく、食事サービスの
提供など高齢者が安心して過ごせる住宅としての機能を付
加していく必要がある。
　さらに、障害者自立支援法が平成18年４月から施行され
たが、今後も障がい者の地域生活移行の実現を重点課題
とし、障がい福祉計画で定める数値目標及びサービス見
込量に留意しながら、事業を進めていく必要がある。

施
策
１

重 点 戦 略 課 題 3 地域での高齢者・障がい者の自立支援の促進

●小規模作業所実態調査、運営体制
等に関する指導助言実施。
●小規模作業所利用あっせん・調整
業務等実施。
●児童移動介護の対象年齢拡大（15
歳以上18歳未満⇒６歳以上18歳未
満）。

●ねんりんピック（全国健康福祉祭）開
催に先立ち、北海道、関係団体との協
議・調査、推進連絡協議会・基本構想
検討委員会の設置運営、先催県の調
査、参加種目の拡大等を実施。
●聴覚障がい者用字幕（手話）入りビ
デオカセットの自主制作・貸出。
●小規模作業所の運営体制等に関す
る助言・指導、利用あっせん・調整等
業務実施。

●児童移動介護の対象年齢拡大（６歳
以上18歳未満⇒０歳以上18歳未満）。

●障がい者「元気ショップ」開設のため
の基本計画策定。

●はつらつシニアサポート事業として、
フォーラム・パネル展やシニア無審査
文化展等の開催や、居場所・活動拠
点づくりとして社会貢献などの先駆的
な生きがい活動を行うサロンに対し補
助金を交付（３団体）。

●ねんりんピック（全国健康福祉祭）開催
に向け、関係機関との協議・調整、推進
連絡協議会、基本構想検討委員会の運
営、開催地、大会テーマ、マスコットの選
定等を実施。
●聴覚障がい者用字幕（手話）入りビデ
オカセットの自主制作・貸出。
●小規模作業所の運営体制等に関する
助言・指導、利用あっせん・調整等業務
実施。

●児童移動介護の対象年齢拡大（０歳以
上18歳未満）を事業継続。

●障がい者「元気ショップ」オープン（12
月）。
●小規模作業所「福祉的就労（雇用）型」
の創設。
●はつらつシニアサポート事業として、先
駆的な取組を行う高齢者団体への補助
（８団体）やシニア無審査文化展の開催
のほか、居場所・活動拠点づくりとしてサ
ロンに対し補助金を交付（６団体）。

主　　　な　　　取　　　組　　　内　　　容

１6　年　度　(　実　績　) 17　年　度　(　実　績　) 18　年　度　(　実　績　)

健やかに暮らせる共生の街さっぽろ

新 ま ち づ く り 計 画 （ H16 ～ 18 ） 施 策 総 括 調 書

基 本 目 標 2

施策３
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施
策
２

　障がい者への理解促進事業等により、高齢者や障がい
のある人に対する市民理解の促進を図っているほか、ねん
りんピックの開催準備やＩＴを活用した障がい者在宅就労
支援事業により、高齢者や障がいのある人の社会参加の
機会の拡大につながった。
　なお、知的障害者通所授産施設などの施設整備につい
ては、おおむね計画どおり進んだ。

　ねんりんピック開催準備など各種事業の一層の周知を図
るとともに、事業の実施においては、多くの市民や事業者
の理解を得ながら効率的な運用を図る必要がある。
　また、障害者自立支援法及び同法に基づく障がい福祉
計画の理念に沿って、障がい者の社会参加の促進に向け
た効果的な事業展開を図る必要がある。

基 本 目 標 2 健やかに暮らせる共生の街さっぽろ

重 点 戦 略 課 題 3 地域での高齢者・障がい者の自立支援の促進

評　　　　価（　成　　果　）

成　　果　　指　　標　　等　　の　　動　　向

　地下鉄駅エレベータの設置や視覚障がい者誘導用ブ
ロック整備等の地下鉄駅施設バリアフリー化など、本市が
整備する地下鉄駅や公園整備のほか、公共交通事業者が
整備するＪＲ駅バリアフリー化の支援など、安心・安全のた
めの公共的施設整備が計画どおり進められ、高齢者や障
がいのある人をはじめ、誰もが、安心して、安全で快適に
暮らせるまちづくりが進展している。

　今後とも施設のバリアフリー化を促進する必要があるが、
本市の財政状況が厳しくなっていることや、施設の構造上
の問題等から事業内容について公共交通事業者などとの
協議、調整を行う必要がある。

施
策
３

課　　　　　　　　　題
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項目3

項目1 項目2 介護サービスを受けながら、在宅で生涯を全うできた人の割合（％）札幌市社会福祉協議会ボランティア登録者数(人）

地下鉄エレベーター設置数（駅）

項目4 週に２日以上外出する高齢者、障がいのある人の割合（％）障がいのある人に対する市民の理解が深まっていると感
じる障がいのある人の割合（％）

項目5 精神障がい者グループホーム設置数（カ所） 項目6

28,942 29,663
30,623 30,750 30,849

33,800

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

Ｈ１４
(現状値)

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１８
(目標値)

8.5
10.6

11.6
9.8

12.5

18.0

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0

Ｈ１４
(現状値)

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１８
(目標値)

39.2

23.7

50.0

23.8

15.1

40.0
37.0

26.2

50.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Ｈ１３
(現状値)

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１８
(目標値)

73.6
82.6

78.2 80

69.2
62.0

80

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Ｈ１３
(現状値)

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１８
(目標値)

10
16

24

33

48

36

0

10

20

30

40

50

60

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１８
(目標値)

36 37 39
42 43 4140 42 43 45 47 47

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１８
(目標値)

設置
ﾍﾞｰｽ

着手ﾍﾞｰｽ

身体障がい
のある人

知的障がい
のある人

精神障がい
のある人

80.0 80.0

障がいのある人

高齢者



様　式　ア

重 点 戦 略 課 題 3 地域での高齢者・障がい者の自立支援の促進

基 本 目 標 2 健やかに暮らせる共生の街さっぽろ

   高齢者や障がいのある人が地域で自立した生活を送れるように、まちのバリアフリー化など安心・安全のための公共的
施設の整備を進めるとともに、今後はさらに心のバリアフリーが広がるよう努め、多様な社会参加や地域生活の支援の充
実を図ることを基本的な方針とし、その実現に向け様々な取り組みを行ってきた結果、当初に掲げた成果指標から見ると
目標値に達していないものの、全体的な取組状況からすると、一定の成果を挙げているといえる。

【成果指標から見た主な取り組み】
１　札幌市社会福祉協議会ボランティア登録数
　　高齢者や障がいのある人が地域の中で自立した生活を送るためには、近隣での日常的な支え合い活動が必要であり
 札幌市社会福祉協議会ボランティアをはじめ、福祉のまち推進センター、民生・児童委員、ＮＰＯなどによる、地域での日
 常的な支えあい活動を支援してきたところである。地域での担い手の一つである札幌市社会福祉協議会ボランティアの
 登録者数は目標値に達しなかったものの増加している。今後は、新たな担い手の発掘・育成に一層努めていく。

２　介護サービスを受けながら、在宅で生涯を全うできた人の割合
　　多くの高齢者は介護が必要になっても住み慣れた環境の中で生活を続けたいと望んでおり、安心して暮らせるための
 高齢者向け優良賃貸住宅の推進や、在宅生活に必要な福祉用具・住宅改修に関する情報提供の推進を図ってきた。
    また、介護システムが自立支援から予防重視へ転換されたため、地域包括支援センター及びそれを補完する介護予
 防センターを設置し、介護予防事業の総合的な推進を図ってきた。

３　障がいのある人に対する市民の理解が深まっていると感じる障がいのある人の割合
　　障がいのある人を取り巻く環境は、制度が大きく変化していく中で、「重度の全身性障がい者に対する24時間の介護
 の確立」などによる地域生活の移行促進や、「元気ショップ」の運営などによる就労支援の充実、さらには「障がい者スポ
 ーツ体験セミナー」などを通じて、障がいのある人に対する市民の理解促進を図ってきたところである。
    成果指標の結果が当初の数値より低下していることについては、障がいのある人の社会参加が促進された結果、さら
 に意識が高まってきたことによるものと考えられることから、今後も、これらの事業を通 じて、障がいのある人が地域で生
 活できる体制を整備していくとともに、市民(地域)と障がいのある人の交流や相互理解を進めていく。

４　週に２日以上外出する高齢者、身体障がいのある人の割合
    高齢者や障がいのある人の移動を円滑にするために、地下鉄駅のエレベータ設置や車いす使用者トイレの設置といっ
 たバリアフリー化推進の施策が計画どおり進められてきたことや、「福祉のまちづくり条例」により民間施設を含めた公共
 的施設のバリアフリー化が進んだことが、週に2日以上外出する高齢者の割合が増えたことに繋がったものといえる。
 　 今後は、さらにソフト面をも含めた様々な取り組みを行い、誰もが安心して、安全で快適に暮らせるまちづくりを進めて
 いく。

新 ま ち づ く り 計 画 （ H16 ～ 18 ） 施 策 総 括 調 書

成 果 指 標 か ら 見 た 重 点 戦 略 課 題 の 評 価


